
Ⅰ　総括表

１．基本的事項　［法人の基本情報を把握］

千円 千円 ％

２．事業の意義の検証 ［設立目的や事業内容等から事業の意義を検証］（様式２関係）

■ 有 □ 無 ■ 有 □ 無 ■ 有 □ 無

３．経営健全性等の検証
３－１．主な財務・経営指標 ［特に注意すべき財務・経営上の項目を把握］（様式３－１関係）

（注） 債務超過又は累積損失ありの場合、財務状況の把握、注意が必要。 （注） 純損失計上が継続している場合は、経営状況の把握、注意が必要。

(注) 公社等の財務・経営状況に関する所管課による検証結果を記入すること。

３－２．主な県の関与状況 ［県の財政的リスクや人的関与状況を把握］（様式３－２関係） ３－３．

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性について、その理由を含め、所管課による検証結果を記入すること。

４．費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む） （様式４関係）

（注） 1.当該事業を公社等が行うことが最も効率的で効果的であるかどうか、また、費用対効果の観点から、費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合う効果が出ているかなど
　　　　 について、事業の意義の検証及び経営健全性等の検証結果も踏まえながら、所管課による検証結果を記入すること。
　　　 2.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直しを行う必要がある。
　　　 3.費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合、「地方創生に資する公社等の有効活用」の観点を含め記入すること。

県の関与の必要性の検証
事業財源は、県・国1/2ずつの補助金と県単独の補助金で賄われており、これは他の都道府県も同様である。今
後も、組織基盤の安定化に努めるため、県の財政支援は必要である。

うち県退職者常勤役員 うち県職員 うち県退職者 正職員 うち県職員

　主な業務は、生活衛生関係営業相談指導事業、保健所等の行政機関との連携・調整であり、生活衛生同業組合が行う地域活性化に資するこ
とを目的とした、業種を超えた連携事業に関する企画・総合調整等を行っている。
　全国的にも、指導員２名体制は最小限の体制であり、効率的な運営を行っている。また、指導員給与も平成19年度に大幅に削減しており、費
用を最小限に抑えており、費用対効果は十分認められる。
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所在地理事長  矢萩  長兵衛 山形市諏訪町2-1-60

基本財産（資本金）

0 1

組織体制（人）

（R6年7月現在）

309

うち借入金 0

債務の元利償還金に対する
県（補助金・貸付金）依存率（注）

0.0% OK

項目 R6年度（千円,％） チェック

損失補償・債務保証残高（注）

        2.事業の意義の検証は、各視点（①～③）に基づき、事業の意義の有無について、該当するものいずれかを■とすること。

（注） 1.主な事業内容・実績は、主要事業とその実績を箇条書き等で簡潔に記載すること。

OK

当期経常外増減額
[経常外損益] 0

財
務
状
況

資産合計

負債合計

13,241

事業の意義
の検証（注２）

（注） 県が損失補償等をしている又は債務の元利償還金への県の関与が大きい（10%以上）場合、経営健全性や財政リスクについて、注意が必要。

2 0 1

総収入に占める
県財政支援等の割合

87.0%

□ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 ■ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

0 OK

0

0 OK

OK

OK

12,932

7,932

正味財産合計（注）
 [純資産(負の場合、債務超過)]

正味財産-基本財産等（注）
[利益剰余金又は累積損失]

R6年度（千円,％）

19,598

19,598

0

経常収益 23,957

経常費用 23,868

法人名称

（公財）山形県生活衛生営業指導センター（様式１）

R6年度（千円）項目 チェック

公益財団法人　山形県生活衛生営業指導センター

設立目的
［定款記載内容等］

山形県における生活衛生営業（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第２条第１項各号に掲げる営業をい
う）の経営の健全化及び振興を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益擁護を図ることを目
的とする。

主な
事業内容・
事業実績

（注１）

（１）生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談及び指導
（２）生活衛生関係営業に関する利用者又は消費者の苦情処理並びに苦情に関する営業者又は生活衛生同業組合の指導
（３）標準営業約款に関する営業者の登録
（４）生活衛生関係営業に関する講習会、講演会、展示会等の開催又はその斡旋
（５）生活衛生関係営業に関する情報又は資料の収集、提供
（６）生活衛生関係営業の振興の推進　　　　　　　（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

項目 R6年度（千円）

県所管課・担当 食品安全衛生課・営業衛生担当

https://www.seiei.or.jp/yamagata/

40.0県出資比率うち県出資額5,000 2,000

昭和５７年３月１６日(認可）、昭和５７年４月１日(指定)、平成２４年４月１日（公益財団法人へ移行）

公社等見直し計画

チェック

代表者

設立時期

類型

短期貸付金残高

長期貸付金残高

財務・経営状況の検証
運営費は、県、国の補助金と収益事業の利益を財源としている。
国・県補助金を財源とする公益部門は、多少の損失が出るが、収益事業により補完している。

中期経営健全化
計画の策定

□ 有 ■ 無

項目

県の財政支援等合計

うち補助金

うち委託料

当期一般正味財産増減額（注）
[当期純損益] 89

当期経常増減額
[経常損益] 89

経
営
状
況

③代替可能性の視点②県の関与の必要性の視点①公社等の必要性の視点

様式１（総括表）



（公財）山形県生活衛生営業指導センター（様式１） 公社等見直し計画
５．見直し工程表

情報公開

その他

項目 見直し内容 R7年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度

Ⅱ　事業の意義

　Ⅲ－３　経営健全化・財政リスク

債務超過

累積損失

Ⅲ　経営健全性

　Ⅲ－１　財務・経営

収入確保
クリーニング師研修の受講率向上等に
より収益事業の強化を図る

支出削減 事務経費削減の努力を継続する

その他収支改善

　Ⅲ－２　県の関与

県の長期貸付金

Ⅴ　その他

引き続きホームページで財務状況等を
公開

公益法人実績報告により事業の状況を
公開

(注) 各項目について、検証結果等を踏まえた今後の見直し内容及びスケジュールを記入すること。

当期純損益赤字２期
以上かつ今後３期以
内に累積損失が生じ
る見込み

県の損失補償等

元利償還金への
県依存率10%以上

中期経営改善計画
等の策定

Ⅳ　費用対効果

財政支援等
引き続き補助金の交付を行う

人的支援等

様式１（総括表）



Ⅱ　事業の意義の検証

１．公社等の設立目的・事業内容等　［当初の設立目的、現在の事業内容・事業実績を把握］

２．事業の意義の検証 ［社会経済情勢等の変化等を踏まえた公社等の必要性の有無の検証］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

３．公社等の抜本的改革の内容等 ［上記検証の結果、１つでも「無」がある場合は記入］

公社等見直し計画

         3.事業実績は、活動指標（各公社等の目的の達成度や事業成果を定量的に評価できる項目）を設定のうえ、その評価、今後の見込み、見直し内容を含めて記入すること。

①公社等の必要性
　  設立目的を達成済又は設立
　　目的が社会経済情勢の変化
　　により希薄化していないか

（様式２） （公財）山形県生活衛生営業指導センター

設立時期・沿革 昭和５７年３月１６日（認可）、昭和５７年４月１日（指定）、平成２４年４月１日（公益財団法人へ移行）

        2.類型の考え方

設立目的
[定款記載内容等]

山形県における生活衛生営業（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第２条第１項各号に掲げる営業
をいう。）の経営の健全化及び振興を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を
図ることを目的とする。

事業の意義（注）

（公社等の必要性）

出資団体
［名称、金額、割合］

１　山形県　　　　　         ： 2,000,000円（40％）
２　各生活衛生同業組合 ： 3,000,000円（60％）

視点

類型（注１,２） □ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 ■ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

事業内容
・事業実績

（注３）

○　生衛業相談指導事業
　・相談室運営事業として、指導センター内に設置した「相談室」に経営指導員２名を常時配置し、相談に訪れる生衛業者に
対し、融資、経営、税務、衛生等に関する助言や指導を行った。また、利用者・消費者等からの苦情等に関する相談業務を
実施した。
（R6：108件）
　・巡回相談指導事業として、生衛業者からの相談に適時適切に対応するため、経営指導員や経営特別相談員が個別に
営業施設を巡回して助言や指導を行った。（R6：986件）
○　後継者育成支援事業
　後継者育成に向けた課題や事業方針を検討するため、後継者育成支援協議会を開催した。
　高校生の生衛業に対する理解を深めて生衛業界の後継者を育成するため、高等学校と連携し、職場体験学習事業を実
施した。
○　各種研修等事業
　・経営特別相談員研修事業として、経営特別相談員の経営相談指導事業の強化を図るため、その業務上必要な知識の
修得、資質と能力の養成・向上を図ることを目的とした経営特別相談員研修会を開催した。
　・再生特別支援事業として、中小零細が大部分を占める生衛業者に対し経営基盤の強化を図るため、融資、税務、労務
等に関する専門的な知識を有する税理士、中小企業診断士等の専門家による個別相談・指導を行った。
　・クリーニング師研修等事業として、クリーニング師及びクリーニング業務従事者の資質の向上を図るため、クリーニング
業法に基づき県の指定を受けてクリーニング師研修会及びクリーニング業務従事者講習会を開催した。
　・衛生水準の確保・向上事業として、全国指導センターからの要請により、生衛業界が衛生水準の確保・向上に関する専
門的知識や技術の向上を図るため、各生活衛生同業組合が実施する研修会の開催等、組合活動の活性化事業等に対し、
指導センターが協力した。

（注） 1.類型は、公社等の事業内容や出資状況等を踏まえ、該当するものいずれかを■とすること。

(注) 事業の意義が無い場合、公社等の民営化・廃止等を含む抜本的改革が必要となることから、その内容と今後の方向性を記入すること。
　　  また、終了予定時期と終了時期設定の考え方を記入すること。

：県のアウトソーシング先として設立（県の業務の受け皿）；「公の施設」の管理や県の業務の委託先　など

：自律的サービスの提供主体として設立（サービスの主体）；財産（基金）を活用した公益サービス提供、公共的事業を行う株式会社　など

：国の制度や枠組みに基づき全国的に設立（政策の担い手）；法令等に基づき政策の担い手として位置づけられている団体　など

：他団体主導（運営）；県が主導的に運営していない公社等【他団体主導】

【県のアウトソーシング先】

【自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体】

【国制度や枠組みでの事業実施】

　（公財）山形県生活衛生営業指導センターは、法（制度）に基づく事業を行うため、各生活
衛生同業組合とともに設立した団体であり、事業財源は、県・国1/2ずつの補助金と県単独
の補助金で賄われている。他都道府県と同時期に設立されており、他都道府県の指導セン
ターの財源も同様である。
　県が今後も継続して関与を行い、生活衛生関係営業者の組織基盤の安定化に努めること
により、生活衛生同業組合による同業者のネットワークを活用し、適切な行政指導をより効
果的・効率的に行うことが可能である。

③代替可能性
　 県が直接実施する場合や民営
　 化、他公社等との統合と比較し
　 引き続き公社として行うことが
   最も適当か

終了時期設定の考え方

説明（現状及び今後の見直しを踏まえた検証結果）

　（公財）山形県生活衛生営業指導センターは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振
興に関する法律」に基づき、政策の担い手として全国的に設立されている団体である。
　特に本県の生活衛生関係営業者は、中小零細企業が大部分を占めていることから、経営
の健全化及び振興をとおして衛生水準の維持向上を図り、併せて利用する県民の利益を守
るため、今後も必要な団体である。

――終了予定時期

②県の関与の必要性
　 県の出資者としての立場や出
   資の意図が希薄化していない
　 か

　（公財）山形県生活衛生営業指導センターは、国の制度に基づき、公共性・公益性が求め
られる事業を実施することを目的として、国及び県の支援を受け運営している法人であり、そ
れら事業は営利事業に成り難いことから、今後も国、県の支援のもと、引き続き当該法人が
担うことが適当である。

―

（注） 各視点（①～③）に基づき、必要性の有無のいずれかを■とすること。「説明」欄には、現状及び今後の見通しを踏まえた所管課による検証結果を記入すること。

様式２（事業の意義）



Ⅲ　経営健全性等の検証

Ⅲ－１．財務・経営状況 (注)  (1)（２）は公益法人の会計基準を前提とした構成であるため、株式会社等については、適宜項目を修正すること。

（１）財務状況　［貸借対照表により財務体質を把握］ （単位：千円,％）

社会保険料実経費分

（２）経営状況　［正味財産増減計算書（損益計算書）により経営状況を把握］ （単位：千円,％）

全国指導センターからの受託事業を実施したため

全国指導センターからの受託事業を実施したため

全国指導センターからの受託事業を実施したため

県職員OBの定年延長に伴う増額を行ったため

全国指導センターからの受託事業を実施したため

（３）財務・経営状況の検証及び見直し内容　[財務・経営状況について検証し、収支改善や経営の効率化のための取組内容を把握]

(注) 当期純損失が２期以上継続かつ今後３期以内に累積損失が生じるおそれがある場合、様式３－３「財政的ﾘｽｸ・費用対効果の検証」を記入すること。

0 0

当期経常増減額  [経常損益]

経常費用のうち物件費（再掲） 8,820 9,416 11,069 1,653

当期経常外増減額 [経常外損益] 0 0 0 0

経常外費用 0 0 0

管理費 554 514 629 115 122.4

（注） 1.「債務超過」「累積損失あり」の場合、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証」を記入すること。

0 0

受取補助金等 18,090 18,090 19,598 1,508 108.3

受託収益 541 1,126 2,733 1,607

事業収益

115.4

0

経常外収益 0 0 0 0

11,365

（公財）山形県生活衛生営業指導センター

115.3

        2.「基本財産等」は、当該公社等の財産的基礎をなすものとして、資本金、基本財産、特定資産など公社等ごとに個別に判断して算出する必要があることに注意。
           従って、「正味財産－基本財産等」は、公社等の活動により生じた正味財産（純資産）の増加（減少）部分に相当するものとして、剰余金又は累積損失を表すものであること。

46 110 89 △21 80.9

事業費 19,631 20,161 23,239

経常費用のうち人件費（再掲） 11,259 12,799

公社等見直し計画

1,540 113.7

117.6

103.6

その他経常収益 0 0

242.7

46 110 89 △21 80.9

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額
 [当期純損益]（注）

46 110 89 △21 80.9

受取会費 0 0 0 0

対前年比 備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

経常収益 20,231 20,785 23,957 3,172 115.3

基本財産等運用益

正
味
財
産
増
減
計
算
書

(

損
益
計
算
書

)

項目 R４年度 R５年度 R６年度 対前年度増減額

0 0 0 0

1,600 1,569 1,626 57

経常費用のうち減価償却費（再掲） 0 0

経常費用 20,185 20,675 23,868 3,193

当期正味財産増減額

3,078

正味財産－基本財産等
[剰余金又は累積損失]（注1,2）

7,733 7,843 7,932 89 101.1

負債・正味財産合計 12,995 13,271 13,241 △30 99.8

一般正味財産 7,733 7,843 7,932 89 101.1

正味財産合計
[純資産(負の場合、債務超過)]（注1）

12,733 12,843 12,932 89 100.7

うち特定資産充当額 0 0 0 0

指定正味財産 5,000 5,000 5,000 0 100.0

うち基本財産充当額 0 0 0 0

0 0

うち基本財産充当額 5,000 5,000 5,000 0 100.0
うち特定資産充当額 0 0

0 0

負債合計 262 428 309 △119 72.2

0

99.8

固定負債 0 0 0 0

428 309 △119 72.2

うち借入金 0 0 0 0

資産合計 12,995 13,271 13,241 △30

R６年度 対前年度増減額 対前年比

うち特定資産 0 0 0 0

5,000 0 100.0

うち基本財産 5,000 5,000 5,000 0 100.0

項目 検証結果・見直し内容（具体的に記載すること）

　クリーニング師研修の受講率向上等により収益事業の強化を図る。

　平成19年度に体制を見直し、経営指導員２名体制は全国最小人員体制である。

（様式３－１）

備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

うち借入金 0

流動負債 262

固定資産 5,000 5,000

流動資産 7,995 8,271 8,241 △30 99.6

貸
借
対
照
表

項目 R４年度 R５年度

財務・経営状況の検証

収入確保
（利用者負担の見直し、

債権回収等）

支出削減
（給与の見直し、組織
機構のスリム化等）

その他収支改善や
経営効率化の取組

これまでの実績

運営費は、県、国の補助金と収益事業の利益を財源としている。
国・県補助金を財源とする公益部門は、多少の損失が出るが、収益事業により補完している。

－

　平成19年度に指導員給与の見直しを行った。
　全般的に事務費削減に努めた。

(注) 「財務・経営状況の検証」のうち、長期借入金については、「償還完了（見込み）時期」「償還財源」を明らかにしたうえで、問題が無いか検証した結果を記入すること。

長期借入金
（注）

－

見
直
し
内
容

様式３－１（財務・経営）



Ⅲ－２．県の関与状況等
（１）県の財政的関与状況　［県による公社等への財政支援状況を把握］ （単位：千円,％）

補助金

委託料

その他

(注) 「損失補償等の残高がある」又は「元利償還金に対する県依存率10％以上」の場合は、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証等」を記入すること。

（参考）国・県・市町村その他の財政的関与状況（R６年度決算） （単位：千円,％）

（２）県の財政的関与状況詳細 （単位：千円）

(注) 欄が不足する場合は、適宜欄を挿入して記載すること。委託料は、契約相手方の決定方法及び指定管理者に関する事項も記入すること。

（３）県の人的関与状況　[役職員の状況（注１）等を把握] （単位：人）

（４）役員報酬の状況

名 千円

（５）県の関与の必要性の検証及び見直し内容　［県の財政支援等の必要性の検証、必要に応じ、見直し内容を把握］

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性や組織機構のスリム化等について、所管課の検証結果及び見直し内容等を記入すること。

国制度等

0 0 0
非正職員の正職員

換算人数（注２）

0 0
0 0
0 0

0 0 0
0

108.31,50819,598

0 0

R６年度

公社等見直し計画

割合

0.0%

その他市町村

項目

0

0

事業類型：

18,09018,090

総収入に占める県の
財政支援等の割合

0.0%7,872 40.2% 11,726 59.8%

R５年度R４年度

18,090

85.2%

R５年度 R６年度 対前年度増減額 対前年比

国 割合 県 割合

0

0

0.0% 0.0% 0.0P

対前年比対前年度増減額

割合 「その他」の名称

0 0 0

108.31,50819,59818,090

87.0% △2.4P89.4%

0

項目

出資（出えん）金
損失補償（債務保証）残高(注）

短期貸付残高

長期貸付残高

元利償還金に対
する県依存率（注）

R４年度
2,000

0

0

0

0.0%

補助金

（様式３－２） （公財）山形県生活衛生営業指導センター

【委託料】 0 0 0

【負担金、会費等】 0 0 0

【補助金】 18,090 19,598 18,578

生活衛生営業指導助成費補助金 18,090 19,598 18,578 県職員OBの定年延長に伴う人件費による増減。継続

【長期貸付】 0 0 0

（公財）山形県生活衛生営業指導センターの事業財源は、県・国1/2ずつの補助金と県単独の補助金で賄われており、これは他の都道府県も同
様である。今後も、制度に基づく事業を円滑かつ適切に実施するため、必要な補助金を交付するとともに、効率的な事業運営となるよう、指導等
を行う。

R６年度 R７年度 増減 R６年度 R７年度 増減

0 0 0
2 2 0 14 14 0

0

項目

常勤役員

うち県職員

うち県退職者

正職員

うち県職員

合計額 18,090 19,598 18,578

2,000 2,000 0 100.0

0 0 0

0 0

合計0 0 0

備考（増減理由、新規・継続の別等）

【出資・出えん金】 0 0 0

R７年度

合計

0

19,598

0

項目

項目 R５年度 R６年度

委託料

長期借入金残高

0
3 3 0
0 0 0

0

【損失補償・債務保証】 0 0

【短期貸付】 0 0 0

0

(注) 1.役職員の人数は、各年７月１日現在の人数を
         記入すること。

　　  2.非正職員の正職員換算人数は、（非正職員の
         所定の総労働時間数）÷（正職員の所定の労
         働時間数）で算出し、合計を記入すること。

対象役員数 報酬総額（R６年度）

00

（注）1.対象役員数は、役員のうち無報酬のものを除く。
       2.対象役員数が1名の場合、当該個人年収が明らかになるおそれがあることから、報酬金額は掲載しない。

項目

非常勤役員

うち県職員

うち県退職者

非正職員

うち県職員

0
0
0うち県退職者1 1うち県退職者

1 1

様式３－２（県の関与等）



Ⅲ－３．経営健全性・財政的リスクの検証等

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

（２）中期経営改善計画等の策定状況　［経営健全化に向けた見直しを含む中期的な計画の策定状況を確認］

□ 有 ■ 無

（注） 上記計画を策定している場合は、その写しを添付すること。

公社等見直し計画

（１）経営健全性・財政的リスクの検証　［経営健全化等の努力が必要又は県にとって財政的リスクがある公社等について、今後の対応方針を確認］

今後の対応方針

策定の有無

（様式３－３） （公財）山形県生活衛生営業指導センター

③当期純損益赤字が２期
   以上継続し、かつ今後
   ３期以内に累積損失が
   生じるおそれが無いか

④県の損失補償、債務保
　 証を受けていないか

⑥債務の元利償還金の財
　 源の10%以上を県補助
   金・貸付金等に依存し
   ていないか

該当の有無（注）

⑤県から長期貸付金を受
　 けていないか

～

計画期間 主な取組内容

左記いずれかに該当有の場合その理由

(注) 各項目について該当の有無のいずれかを■とすること。いずれかの項目で「有」に該当がある場合、指導指針第５（３）により経営健全性が無い又は県にとって財政的リスクがあるものと
　　  判断することとなるため、上記項目に該当することとなった理由、解消時期等の明示を求めたうえで、必要に応じて中期経営改善計画の策定を求めるなど、経営健全化に向けた見直しを
       行うこと。

項目

①債務超過（正味財産合計が

　　ﾏｲﾅｽ）に陥っていないか

②累積損失（正味財産－基本

    財産等がﾏｲﾅｽ）が生じてい
　 ないか

様式３－３（経営健全性、財政的リスク）



Ⅳ　費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む）

１．費用対効果の検証

１－２．地方創生に資する公社等の有効活用　［健全な経営を前提とした公社等の有効活用方法を検討］

２．費用対効果に係る見直し内容

(注) 検証の結果、「費用対効果が乏しい」と認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。
　　  その他の公社等にあっては、当該公社等の運営をより効率的かつ効果的に実施するための見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。

―

（様式４） （公財）山形県生活衛生営業指導センター

　（公財）山形県生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業者が業種を超えて、業種や地域に共通する課題に連携して対応することによ
り、生活衛生関係営業の振興・発展と衛生水準の維持向上及び経営の安定化を図り、もって地域の活性化に資することを目的とし、全国的に設
立されている法人である。
　センターでは、経営指導員２名を配置し、生活衛生関係営業者からの相談に応じ、融資、経営、税務、衛生等に関する助言や指導、利用者・消
費者等からの苦情等に関する相談業務を実施しているほか、生活衛生関係営業者からの相談に適時適切に対応するため、個別に営業施設を
巡回して助言や指導を行っている。
　費用対効果については、指導員２名体制と全国でも最小規模であるが、令和５年度は、生活衛生営業相談件数延べ1,141件（前年比＋297件）
の実績を上げており、本県の生活衛生営業の健全化及び振興に大きな役割を果たしている。
　また、各生活衛生同業組合の振興のため、各組合が実施する社会貢献、衛生水準の向上又は生活衛生関係営業の振興に資する諸事業に
対する助成事業や、各高等学校と連携した職場体験事業など後継者育成支援事業、機関紙の発行等によるセンターの事業や業界等に関する
情報発信を行っている。
　こうした事業を実施するための運営費については、県、国の補助金と収益事業の利益を財源としている。収支は、公益目的事業会計は損失を
出しているが、収益事業で補完しており、公社全体としての財政状況は健全である。
　なお、県からは、経営指導員２名分の人件費のほか、事業費に対して補助しているが、人件費は、平成１９年度に見直し削減しており、全国的
にも低い水準となっている。
　　以上のことから、当該公社について、費用対効果が十分認められ、また認可法人としての役割を果たしている。

有効活用の視点 内容

①地方公共団体の区域を超えた活動
　複数の地方公共団体がそれぞれの区域を超えて共同で事業を実施するための
簡便で有効な手法の一つとして、機動的、弾力的な事業実施が可能。

②民間企業の立地が期待できない地域における事業
実施
　民間企業の立地が期待できない中山間地域や離島などの地域において、産業
振興、地域活性化等に取組むための有効な手法となる場合があり、民間の資金
やノウハウの適切な活用による地域活性化等に取組むことが可能。

③公共性、公益性が高い事業の効率的な実施
　公社等が民間企業と同様の機動的、効率的な経営手法で行政の補完・代行機
能を果たすことにより、地方公共団体が直接実施するよりも効率的又は効果的に
行うことが可能。特に、民間企業では公共性、公益性が担保できない事業におけ
る確実かつ円滑な進捗が可能。

―

(注) 1.第４（事業の意義の検証）、第５（経営健全性等の検証）を踏まえ、当該事業を公社等が行うことが最終的に最も効率的で効果的であるかどうか、費用対効果の観点から、費用（県による
　　    出資、補助金その他の支援）に見合う効果（県民サービスや県民福祉の向上につながる成果）が出ているかなどについて、以下の点を参考に総合的に検証し、記入すること。
　　　  ・ 事業実績が県の出資目的に照らし期待される効果を上げているか。
　　　  ・ 事業成果が費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合っているか。
　　　  ・ 公社等の運営（事業手法やサービス提供方法）が効率性等に十分配慮したものか。
　　　  ・ 現行の手法について、採算性や持続可能性の点で問題はないか。
      2.上記、費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合には、以下別枠（１－２．地方創生に資する公社等の有効活用）に記入すること。
      3.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含む見直しを行う必要があるため、以下（２．費用対効果に係る見直し内容）を記入すること。

公社等見直し計画

様式４（費用対効果、地方創生）



Ⅴ　その他取組状況

１．情報公開の取組状況　［県民に対する情報公開が積極的に行われているか確認］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

□ 有
□
■

２．監査の結果等　[県や各指導監督機関による監査等の結果とその対応が適切になされているか確認]

３．その他取組状況・特記事項

―

(注) 各監査結果について、是正を要する指摘等を受けた場合はその内容と、それに対する対応状況について記入すること。

公表の手段（公表していない場合はその理由、公表予定時期等）

ホームページで公開

ホームページで公開

法令等による
指導監査

令和４年11月 県食品安全衛生課 -

県監査委員監査 令和3年9月 監査委員事務局
不備があるとされた財務規程を改
正した。

概ね適正に処理されていると認められた。

経理規程等の諸規程の内容で不備がある。

経営のさらなる健全化に努め、継続

（様式５） （公財）山形県生活衛生営業指導センター

　　ホームページアドレス： https://www.seiei.or.jp/yamagata/

公社等見直し計画

中期経営改善計画等
無
策定無

項目

定款（公社等の設立目的）、事業内容

事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書（損
益計算書）、事業計画書、その他財務諸表

公表の有無（注）

(注) 本計画に記載していない公社等見直しに係るその他の取組や、特に記載を要する事項があれば、記入すること。

(注) 各項目について公表の有無のいずれかを■とすること。公表していない場合、その理由を明らかにし、公社等に対しインターネット等の活用による公表を含め、情報公開を積極的に行う
      よう助言・指導すること。また、公表資料について、添付すること。

項目 実施年月 実施機関等 左記に対する対応状況監査等の結果（指摘事項等）

外部監査 - - -

第三者評価 平成29年9月

山形県行政
支出点検・
行政改革推
進委員会

クリーニング師研修事業の収益はR4年度実績
541千円に対し、R5年度実績は613千円と増加
した。引き続き研修等の受講勧奨に更に力を入
れ、収益事業の強化を行いつつ、更なる事務
経費等の削減に努めていく。

-

様式５（その他）


